
 

 

 宇都宮市「ビジネスＰＣＲ等検査支援事業」よくあるご質問 

 

【事業内容について】 

  

  

 Ａ． 市内の新型コロナウイルス感染症の発生事例は，出張や来客対応な

ど県外に由来するものが多く，企業活動の感染リスクの低減を図るこ

とが感染症対策に効果的なためです。 

 

 

 

Ａ． 市内に住所を有する事業者（個人事業主含む）の従業員等が，市の

指定する検査機関で受ける新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ等

検査の費用が対象になります。 

 

 

 

   

Ａ． 「従業員等」には，事業主や役員，専従者，パート・アルバイトも

対象になります。 

 

 

 

Ａ． 対象となる主な活動については，下記のとおりです。 

 ① 従業員等の県外・海外との往来 

 ② 医療・介護・福祉・保育・教育その他の身体接触に携わる業務の従

業員等の健康管理（④を除く） 

 ③ 従業員，出演者，プレーヤー等によるイベント 

 ④ 県外からの来訪者等に対応した従業員等への健康管理（②を除く） 

    

 

 

 

Ａ． 市外事業者の従業員等がイベントに従事する場合は，その方の検査費 

  用を市内事業者が負担している場合は，補助の対象となります。 

Ｑ１．どうしてビジネス対象の支援事業が行われるのですか。 

Ｑ２．補助の対象は何ですか。 

Ｑ４．どのような経済活動が対象になりますか。 

Ｑ３．補助対象者の「従業員等」とは，事業主やパート・アルバイトも

含まれるのですか。 

Ｑ５．市外事業者の従業員が，イベントに出演するためＰＣＲ等検査を

受検するのだが，その費用は補助の対象となりますか。 

令和２年１２月２４日現在 令和４年９月１日現在 



 

 

 

 

 

Ａ． 県外からの来訪者に対応した場合のほか，新型コロナウイルス感染症

の陽性者に対応した場合や濃厚接触者に対応した場合などが対象にな

ります。 

 

 

 

Ａ． 対象となる検査は，ＰＣＲ検査と抗原定量検査です。実施している

検査は，検査機関ごとに異なりますので，各検査機関にお問い合わせ

ください。 

 

 

 

Ａ．ＰＣＲ検査は感度が最も高いが，検査の実施時間が抗原定量検査と比 

べて長いため，検査結果が出るまでに時間を要する場合があると言われ

ています。 

また，抗原定量検査は，実施時間が短いため検査結果が早くわかる場

合があります。 

※ 抗原定量検査は行政検査においても PCR 検査とともに有症状者・

無症状者問わず確定診断に用いることが認可されている検査です。 

 

 

 

 

   Ａ． 「行政検査」については，感染を疑う何らかの症状（発熱や咳など）

があり，医師が患者の診療のために必要と判断して行う検査で全額無

料となりますが，「感染を疑う症状がない人」の検査については，自

費となります。本事業は，自費で検査を受ける費用を一部補助するも

のです。 

 

 

 

Ａ． 発熱や咳などの自覚症状がある場合は，この補助を利用することは 

できませんので，まずは身近な医療機関または受診・相談センター（☎

０５７０－０５２－０９２）にご相談ください。 

Ｑ７．補助の対象となる検査は何ですか。 

Ｑ８．ＰＣＲ検査と抗原定量検査の違いは何ですか。 

Ｑ１０．発熱や咳などの自覚症状がある場合にも，この補助を利用でき

ますか。 

Ｑ９．ＰＣＲ等検査について，自費のものと行政検査（全額無料のもの） 

の違いは何ですか。 

Ｑ６．「県外からの来訪者等に対応した従業員等の健康管理」が対象とな

るとのことだが，県外からの来訪者以外の対象にはどんなものが

ありますか。 



 

【補助額等について】 

 

 

Ａ． 補助額は検査費用の３割相当額になります。ただし，１検査あたり，

ＰＣＲ検査は最大５，０００円，抗原定量検査は最大２，５００円が

上限となります。対象活動によっては，５割相当で，ＰＣＲ検査最大

１０，０００円，抗原定量検査最大５，０００円となります。 

また，１事業者あたりの補助上限額は１年度１００万円までです。 

 

 

  Ａ． 検査機関にお問い合わせください。別途発行にかかる費用が必要と

なる場合があり，発行にかかる費用は補助対象とはなりません。 

 

 

 

Ａ．同一人が複数回検査を受けた場合も補助の対象になります。 

    ただし，１事業者あたりの補助上限額は，令和５年３月３１日までに実

施する検査について，１年度１００万円です。 

 

 

 

  Ａ．検査機関ごとに異なりますので，検査機関にお問い合わせください。 

 

 

 

Ａ． 補助金は，「受領委任払い」により，検査機関が市へ補助金の申請を

行いますので，事業者は，申請書等を検査機関の窓口にご提出いただ

くと，補助額を差し引いた費用で検査を受けることができます。 

 

 

 

 

 

Ａ． １事業者あたりの補助利用額について，市からの通知はありませんの 

で，各事業者が管理表などを活用して補助利用額を管理してください。  

なお，市が作成した管理表については，市ホームページからダウンロ

ードできますので，ご活用ください。 

  また，補助上限額の１００万円を超過した場合は，超過分を市へ返還

Ｑ１１．補助額はいくらですか。 

Ｑ１２．陰性証明書は発行してもらえますか。 

Ｑ１４．ＰＣＲ検査と抗原検査の検査費用はいくらですか。また，検査結果

はどのくらいで分かりますか。 

Ｑ１５．補助金はどのようにもらうのですか。 

 

Ｑ１６．補助額について，１事業者あたり１年度１００万円が上限とあ

るが，１事業者の補助利用額については，その都度，市から通知

がくるのですか。 

 

Ｑ１３．同一人が複数回検査を受けた場合も補助の対象になりますか。 



していただきますので，ご注意ください。 

【検査機関について】 

 

 

 

   Ａ． 検査機関は，宇都宮商工会議所（☎０２８－６３７－３１３１）が

ご案内いたしますので，そちらにお問い合わせください。また，市が

指定した検査機関以外で受けた検査は，補助の対象となりません。 

 

【申込等について】 

 

 

Ａ．補助を利用するにあたり，以下の書類を準備してください。 

     ① ビジネスＰＣＲ等検査補助金申請書兼委任状 

     ② 宇都宮市商工会議所会報誌「天地人」送付時の封筒（宛名部分）

のコピー」又は宇都宮商工会議所が発行した「市内事業者証明書」 

     検査機関については，宇都宮商工会議所（☎０２８－６３７－３１３ 

１）がご案内いたしますので，そちらにお問い合わせいただき，希望する 

検査機関に受検の受付をしてください。また，受検の際には，準備いただ 

いた①②の書類をお持ちください。 

 

 

 

Ａ． 市ホームページからダウンロードすることができます。 

 

 

 

 

 

Ａ． 「市内事業者証明書」を発行しますので，宇都宮商工会議所（☎０２

８－６３７－３１３１）にお問い合わせください。 

 

 

 

 

Ａ． 「ビジネスＰＣＲ等検査補助金申請書兼委任状」と宇都宮市商工会議

所会報誌「天地人」送付時の封筒（宛名部分）のコピー」または宇都宮

商工会議所が発行した「市内事業者証明書」が必要になります。その他

の必要なものは，検査機関にお問い合わせください。 

Ｑ１７．この補助を受けられる検査機関はどこですか。また，他の検査機 

関で検査を受けた場合は，補助の対象になりますか。 

Ｑ１９．「ビジネスＰＣＲ等検査補助金申請書兼委任状」はどこでもらえ

ますか。 

Ｑ２１．検査時に持参するものは何ですか。 

Ｑ１８．補助を利用したい事業者は，どうやって申し込むのですか。 

Ｑ２０．宇都宮市商工会議所会報誌「天地人」送付時の封筒（宛名部分）

のコピー」とあるが，封筒を捨ててしまったので，再発行しても

らえますか。 

 

 



 

【その他について】 

 

 

 

  Ａ． 検査結果が陽性の場合は，検査機関から市へ「発生届」が提出され，

情報が共有されます。陽性者には，後ほど，市からご連絡しますので，

連絡がくるまで自宅で待機してください。 

Ｑ２２．検査の結果，陽性となった場合はどうなりますか。 


